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ＩＰ通信網サービス契約約款  別冊              【現改比較表】 2021年２月１日現在 

～2021年１月31日 2021年２月１日～ 
 

 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章～第７章 （略） 第１章～第７章 （略） 

別記 （略） 別記 （略） 

料金表 料金表 

 第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

  第１ 利用料金 

     １ 第２種契約に係るもの 

    １－１ 適用 

 第１表 料金（附帯サービスの料金を除きます。） 

  第１ 利用料金 

     １ 第２種契約に係るもの 

    １－１ 適用 

 区分 内容   区分 内容  

 (1)～(3) （略）   (1)～(3) （略）  

 (4) タイプ３の

区分に係る料金

の適用 

タイプ３には、次の区分があります。 

ア～イ （略） 

  (4) タイプ３の

区分に係る料金

の適用 

タイプ３には、次の区分があります。 

ア～イ （略） 

 

  ウ アクセス回線の細目等による区別 

(ア) コース１のメニュー１に係るもの （略） 

（イ）コース１のメニュー２に係るもの 

   ウ アクセス回線の細目等による区別 

(ア) コース１のメニュー１に係るもの （略） 

（イ）コース１のメニュー２に係るもの 

 

   区分 提供するアクセス回線の品目及び細目等

による区別 

     区分 提供するアクセス回線の品目及び細目等による

区別 

  

（オープンコンピュータ通信網サービス（第２種 

オープンコンピュータ通信網サービスに限ります）） 
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    東日本電信電話株

式会社 

西日本電信電話株式

会社 

      東日本電信電話株式

会社 

西日本電信電話株式会

社 

  

   プラン１～プ

ラン２ 

（略） （略）      プラン１～

プラン２ 

（略） （略）   

   プラン３ メニュー５－１の

100Mb/s品目の

Ⅰ型のプラン２の

もの 

      プラン３ 削除    

   プラン４～プ

ラン５ 

（略） （略）      プラン４～

プラン５ 

（略） （略）   

   備考 （略）      備考 （略）   

  （ウ）コース２のメニュー１に係るもの （略）    （ウ）コース２のメニュー１に係るもの （略）  

  エ 通信プロトコルによる区別    エ 通信プロトコルによる区別  

   区分 内容      区分 内容   

   IPv4 タ イ プ ～ IPv4 over 

IPv6(IPoE)タイプ 

（略）      IPv4タイプ～IPv4 

over IPv6(IPoE)タ

イプ 

（略）   

   備考      備考   

   １～３ （略）      １～３ （略）   
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   ４ IPv6（IPoE）タイプ又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイ

プは、次に掲げる全ての条件を満たす場合に限り提供しま

す。 

     ４ IPv6（IPoE）タイプ又はIPv4 over IPv6(IPoE)タイプ

は、次に掲げる全ての条件を満たす場合に限り提供しま

す。 

  

    (1)  コース１（メニュー２のプラン３及びプラン５を

除きます。）、コース２又はコース３のもの 

      (1)  コース１（メニュー２のプラン５を除きま

す。）、コース２又はコース３のもの 

  

    (2)  「フレッツ・ｖ６オプション」の提供を受けるも

の 

      (2)  「フレッツ・ｖ６オプション」の提供を受けるも

の 

  

   ５ （略）      ５ （略）   

  オ （略）    オ （略）  

 (5)～(9) （略）   (5)～(9) （略）  
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 (10)  電話等サ

ービスの月極割

引との複合継続

利用に係る利用

料の適用 

ア 当社は、電話等サービス契約約款に定める選択制による通話

料金の月極割引（当社が別に定めるものに限ります。以下この欄

において「電話等サービスの月極割引」といいます。）の適用を

受けている第２種契約者（タイプ１のコース１（プラン１からプ

ラン４に係る者に限ります。）若しくはコース２（プラン１から

プラン４に係る者に限ります。）、タイプ２のコース１又はタイ

プ３のコース１のメニュー２（プラン１からプラン３に係る者に

限ります。）であって、電話等サービスの月極割引を選択する旨

の申出があった者に限ります。以下この欄において同じとしま

す。）から、その第２種オープンコンピュータ通信網サービスに

ついて、12料金月以上の継続利用（以下この欄において「電話等

サービスの月極割引との複合継続利用」といいます。）の申出が

あった場合には、この表の(2)欄のイの表の利用料の適用の規定

及び１－２－１（利用料）(1)（タイプ１のもの）ア（コース１の

もの）の加算額の額にかかわらず、次の(ア)及び(イ)のとおりと

します。 

  (10) 電話等サ

ービスの月極割

引との複合継続

利用に係る利用

料の適用 

ア 当社は、電話等サービス契約約款に定める選択制による通話料

金の月極割引（当社が別に定めるものに限ります。以下この欄にお

いて「電話等サービスの月極割引」といいます。）の適用を受けて

いる第２種契約者（タイプ１のコース１（プラン１からプラン４に

係る者に限ります。）若しくはコース２（プラン１からプラン４に

係る者に限ります。）、タイプ２のコース１又はタイプ３のコース

１のメニュー２（プラン１からプラン２に係る者に限ります。）で

あって、電話等サービスの月極割引を選択する旨の申出があった者

に限ります。以下この欄において同じとします。）から、その第２

種オープンコンピュータ通信網サービスについて、12料金月以上の

継続利用（以下この欄において「電話等サービスの月極割引との複

合継続利用」といいます。）の申出があった場合には、この表の

(2)欄のイの表の利用料の適用の規定及び１－２－１（利用料）(1)

（タイプ１のもの）ア（コース１のもの）の加算額の額にかかわら

ず、次の(ア)及び(イ)のとおりとします。 

 

  イ～キ （略）    イ～キ （略）  
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 (11)  優先接続

の取扱いに係る

定額利用料の適

用 

ア 当社は、第２種契約者（タイプ２のコース１又はタイプ３の

コース１のメニュー２のプラン１若しくはプラン３に係る者に

限ります。以下この欄において同じとします。）の電話等回線（第

２種契約者がＩＰ通信網サービスに係る料金と電話等サービス

契約約款に定める電話等サービスに係る料金とを一括して請求

（以下この欄において「統合請求」といいます。）することを承

諾している場合（当社が別に定める場合を除きます。）の、その

電話等サービスに係る回線をいいます。以下この欄において同じ

とします。）について、共通編別記２の(1)に規定する特定協定事

業者の電話サービス契約約款又は総合ディジタル通信サービス

契約約款に定める優先接続の取扱いにおける電話会社固定に係

る県間市外通話の通話区分又は県間市外通信の通信区分（以下こ

の欄において「県間固定区分」といいます。）として当社の事業

者識別番号（電気通信番号規則第５条に規定する電気通信番号を

いいます。以下この欄において同じとします。）を指定している

場合には、タイプ２のコース１については、１－２－２（定額利

用料）に規定する定額利用料から１契約者識別符号ごとに700円

（770円）（月額）を減額、タイプ３のコース１については、１

－２－２（定額利用料）に規定する定額利用料から１契約者識別

符号ごとにメニュー２のプラン１については100円（110円）（月

額）、メニュー２のプラン３については300円（330円）（月額）

  (11) 優先接続

の取扱いに係る

定額利用料の適

用 

ア 当社は、第２種契約者（タイプ２のコース１又はタイプ３のコ

ース１のメニュー２のプラン１係る者に限ります。以下この欄にお

いて同じとします。）の電話等回線（第２種契約者がＩＰ通信網サ

ービスに係る料金と電話等サービス契約約款に定める電話等サービ

スに係る料金とを一括して請求（以下この欄において「統合請求」

といいます。）することを承諾している場合（当社が別に定める場

合を除きます。）の、その電話等サービスに係る回線をいいます。

以下この欄において同じとします。）について、共通編別記２の

(1)に規定する特定協定事業者の電話サービス契約約款又は総合デ

ィジタル通信サービス契約約款に定める優先接続の取扱いにおける

電話会社固定に係る県間市外通話の通話区分又は県間市外通信の通

信区分（以下この欄において「県間固定区分」といいます。）とし

て当社の事業者識別番号（電気通信番号規則第５条に規定する電気

通信番号をいいます。以下この欄において同じとします。）を指定

している場合には、タイプ２のコース１については、１－２－２

（定額利用料）に規定する定額利用料から１契約者識別符号ごとに

700円（770円）（月額）を減額、タイプ３のコース１について

は、１－２－２（定額利用料）に規定する定額利用料から１契約者

識別符号ごとにメニュー２のプラン１については100円（110円）

（月額）を減額して適用します。（以下この欄において「県間固定

特別割引」といいます。） 

 



～2021年１月31日 2021年２月１日～ 
 

6/10 

 

を減額して適用します。（以下この欄において「県間固定特別割

引」といいます。） 

  イ～カ （略）    イ～カ （略）  

 (12)  ドットフ

ォン契約の取扱

いに係る定額利

用料の適用 

ア 当社は、第２種契約者が当社と第１種ドットフォン契約（タ

イプ１のうち第１種ドットフォン利用回線が当社が提供する第

２種契約に係る回線でないもの及びタイプ２並びにタイプ３を

除きます。）又は第２種ドットフォン契約（タイプ１に係るもの

に限ります。）を締結している場合には、タイプ２のコース１に

ついては、１－２－２（定額利用料）に規定する定額利用料から

１契約者識別符号ごとに700円（770円）（月額）を減額、タイプ

３のコース１のメニュー２については、１－２－２（定額利用料）

に規定する定額利用料から１契約者識別符号ごとにプラン１に

ついては100円（110円）（月額）、プラン３については300円

（330円）（月額）を減額して適用します。（以下この欄におい

て「ドットフォン特別割引」といいます。） 

  (12) ドットフ

ォン契約の取扱

いに係る定額利

用料の適用 

ア 当社は、第２種契約者が当社と第１種ドットフォン契約（タイ

プ１のうち第１種ドットフォン利用回線が当社が提供する第２種契

約に係る回線でないもの及びタイプ２並びにタイプ３を除きま

す。）又は第２種ドットフォン契約（タイプ１に係るものに限りま

す。）を締結している場合には、タイプ２のコース１については、

１－２－２（定額利用料）に規定する定額利用料から１契約者識別

符号ごとに700円（770円）（月額）を減額、タイプ３のコース１

のメニュー２については、１－２－２（定額利用料）に規定する定

額利用料から１契約者識別符号ごとにプラン１については100円

（110円）（月額）を減額して適用します。（以下この欄において

「ドットフォン特別割引」といいます。） 

 

  イ～オ （略）    イ～オ （略）  

 (13)～(28) （略）   (13)～(28) （略）  

  

   １－２ 料金額    １－２ 料金額 

    １－２－１ 利用料 （略）     １－２－１ 利用料 （略） 

    １－２－２ 定額利用料     １－２－２ 定額利用料 
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     (1)～(2) （略）      (1)～(2) （略） 

     (3) タイプ３のもの      (3) タイプ３のもの 

      ア コース１のもの       ア コース１のもの 

       （ア） （略）        （ア） （略） 

       （イ） メニュー２のもの        （イ） メニュー２のもの 

１契約者識別符号ごとに月額 １契約者識別符号ごとに月額 

 区分 料金額   区分 料金額  

 プラン１～プラン２ （略）   プラン１～プラン２ （略）  

 プラン３ 7,800円（8,580円）   削除 削除  

 プラン４～プラン５ （略）   プラン４～プラン５ （略）  

 備考   備考  

 （略）   （略）  

  

    １－２－３～１－２－４ （略）     １－２－３～１－２－４ （略） 

    １－２－５ 付加機能利用料     １－２－５ 付加機能利用料 

 区分 単位 料金額   区分 単位 料金額  
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 Ｉ Ｐ

ｖ ４

ｏ ｖ

ｅ ｒ

Ｉ Ｐ

ｖ ６

(ＩＰ

ｏＥ )

接 続

機能 

IPv4 over IPv6(IPoE)タイ

プの通信を行う端末設備及

びその端末設備に係るセキ

ュリティ並びにサポートを

提供するもの（以下「OCN v6

アルファ」といいます。） 

タイプ３（コー

ス１のメニュー

２のプラン３を

除きます。）又は

タイプ８（コー

ス２を除きま

す。） 

１の契約者

識別符号ご

とに月額 

500円 

（550

円） 

  ＩＰ

ｖ４

ｏｖ

ｅｒ

ＩＰ

ｖ６

(ＩＰ

ｏＥ)

接続

機能 

IPv4 over IPv6(IPoE)タイプ

の通信を行う端末設備及びそ

の端末設備に係るセキュリテ

ィ並びにサポートを提供する

もの（以下「OCN v6アルフ

ァ」といいます。） 

タイプ３（コー

ス１のメニュー

２のプラン5を除

きます。）又は

タイプ８（コー

ス２を除きま

す。） 

１の契約者

識別符号ご

とに月額 

500円 

（550

円） 

 

 備考   備考  

 １～２ （略）   １～２ （略）  

 ３ この機能を利用する第２種契約者（タイプ３（コース１のメニュー２のプラン３

を除きます。）又はタイプ８（コース２を除きます。）に係る者に限ります。）から、

第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８のコース２に係るものに限り

ます。）への細目又は区分等の変更があった場合の変更後の付加機能利用料は、その第

２種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更の承諾日を含む料

金月の翌料金月から適用します。 

  ３ この機能を利用する第２種契約者（タイプ３（コース１のメニュー２のプラン5を

除きます。）又はタイプ８（コース２を除きます。）に係る者に限ります。）から、

第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８のコース２に係るものに限り

ます。）への細目又は区分等の変更があった場合の変更後の付加機能利用料は、その

第２種オープンコンピュータ通信網サービスの細目又は区分等の変更の承諾日を含む

料金月の翌料金月から適用します。 

 

 ４ この機能（タイプ３（コース１のメニュー２のプラン３を除きます。）又はタイプ

８（コース２を除きます。））には最低利用期間があります。 

  ４ この機能（タイプ３（コース１のメニュー２のプラン5を除きます。）又はタイプ

８（コース２を除きます。））には最低利用期間があります。 
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  ア 最低利用期間は、この機能の提供を開始した日を含む料金月から24料金月とし

ます。 

   ア 最低利用期間は、この機能の提供を開始した日を含む料金月から24料金月とし

ます。 

 

  イ 第２種契約者は、アに規定する最低利用期間内にこの機能の契約の解除があっ

た場合、又はこの機能に係わる第２種契約の解除があった場合には、当社が定める期

日までに違約金8,000円（不課税）を支払っていただきます。 

   イ 第２種契約者は、アに規定する最低利用期間内にこの機能の契約の解除があっ

た場合、又はこの機能に係わる第２種契約の解除があった場合には、当社が定める期

日までに違約金8,000円（不課税）を支払っていただきます。 

 

 ５ この機能は、IPv6（PPPoE）方式での通信を行うことはできません。ただし、次

に掲げる第２種契約者がこの機能の利用できないときであって、当社が認める場合に

限り、この機能が利用可能となる日までの期間IPv6（PPPoE）方式での通信を行うこ

とができます。この場合において、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除

き、第18条（定額利用料の支払い義務）第２項に規定する第２種オープンコンピュー

タ通信網サービスを利用することができない状態ではないものとみなして取り扱い、

第２種契約者は、その第２種オープンコンピュータ通信網サービスに係る料金等の支

払いを要します。 

  ５ この機能は、IPv6（PPPoE）方式での通信を行うことはできません。ただし、次

に掲げる第２種契約者がこの機能の利用できないときであって、当社が認める場合に

限り、この機能が利用可能となる日までの期間IPv6（PPPoE）方式での通信を行うこ

とができます。この場合において、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を

除き、第18条（定額利用料の支払い義務）第２項に規定する第２種オープンコンピュ

ータ通信網サービスを利用することができない状態ではないものとみなして取り扱

い、第２種契約者は、その第２種オープンコンピュータ通信網サービスに係る料金等

の支払いを要します。 

 

  ア 第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ３（コース１のメニュー

２のプラン３を除きます。）に係るものに限ります。）に係る特定協定事業者又は当社

以外の光コラボレーション事業者の提供する光アクセス回線の品目若しくは細目の変

更又は移転をしたとき。 

   ア 第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ３（コース１のメニュー

２のプラン５を除きます。）に係るものに限ります。）に係る特定協定事業者又は当

社以外の光コラボレーション事業者の提供する光アクセス回線の品目若しくは細目の

変更又は移転をしたとき。 

 

  イ 第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８に係るものに限りま

す。）の移転工事又は品目変更工事をしたとき。 

   イ 第２種オープンコンピュータ通信網サービス（タイプ８に係るものに限りま

す。）の移転工事又は品目変更工事をしたとき。 

 

  ウ 別記６に規定する端末設備の破損又は故障等。    ウ 別記６に規定する端末設備の破損又は故障等。  

  エ その他当社がIPv6（PPPoE）方式での通信を認めるとき。    エ その他当社がIPv6（PPPoE）方式での通信を認めるとき。  



～2021年１月31日 2021年２月１日～ 
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 ６～10 （略）   ６～10 （略）  

  

 


